
号

外

二�
平

成
二
十
年
十
二
月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
行
政
委
員
会
等
の
職
員
に
対
す
る
事
務
委
任
及
び
補
助
執
行

に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人

事

課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

二

○
岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

二

訓

令

甲

○
岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

同

)

三

○
岐
阜
県
職
員
倫
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(
同

)

四

規

則

岐
阜
県
行
政
委
員
会
等
の
職
員
に
対
す
る
事
務
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
七
十
八
号

岐
阜
県
行
政
委
員
会
等
の
職
員
に
対
す
る
事
務
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
行
政
委
員
会
等
の
職
員
に
対
す
る
事
務
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
七

年
岐
阜
県
規
則
第
六
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
表
教
育
長
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八
十
五

教
育
委
員
会
の
所
掌
事
務
に
関
連
す
る
事
項
を
事
業
の
目
的
と
す
る
公
益
法
人(

公
益
社
団

法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
九
号)

第
二
条
第

三
号
の
公
益
法
人
を
い
う
。)

、
特
例
民
法
法
人(

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法

律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の

整
備
等
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
号)

第
四
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
例
民

法
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

及
び
移
行
法
人(

同
法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
移
行

法
人
を
い
う
。)

に
関
す
る
こ
と(

特
例
民
法
法
人
に
関
す
る
こ
と
に
あ
つ
て
は
、
同
法
第
四
十
七

条
に
規
定
す
る
行
政
庁
が
行
う
も
の
に
限
る
。)

。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
年
十
二
月
一
日



岐
阜
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
七
十
九
号

岐
阜
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
事
務
委
任
規
則(

昭
和
四
十
三
年
岐
阜
県
規
則
第
百
二
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
三
保
健
所
長
の
部
一
の
項
第
二
十
六
号
中｢

第
六
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法(

明
治

二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号)

第
五
十
七
条｣
を｢

第
四
十
六
条
の
四
第
六
項
後
段｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
八
十
号

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

五
条
の
表
職
員
厚
生
課
の
項
第
四
号
中｢

財
団
法
人
岐
阜
県
職
員
互
助
会｣

の
下
に｢(

昭
和
五

十
九
年
三
月
三
十
一
日
に
財
団
法
人
岐
阜
県
職
員
互
助
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。)｣

を
加
え
る
。

第
六
条
の
表
研
究
開
発
課
の
項
第
七
号
中｢

財
団
法
人
岐
阜
県
研
究
開
発
財
団｣

の
下
に｢(

平
成

六
年
十
月
二
十
五
日
に
財
団
法
人
岐
阜
県
研
究
開
発
財
団
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。)｣

を
加
え
、
同
表
国
際
課
の
項
第
十
号
中｢

財
団
法
人
岐
阜
県
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー｣

の
下
に｢(

平
成

元
年
三
月
三
十
一
日
に
財
団
法
人
岐
阜
県
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い

う
。)｣

を
加
え
る
。

第
七
条
の
表
人
づ
く
り
文
化
課
の
項
第
十
一
号
中

｢

財
団
法
人
岐
阜
県
教
育
文
化
財
団｣

の
下
に

｢(

平
成
三
年
四
月
一
日
に
財
団
法
人
岐
阜
県
文
化
財
保
護
セ
ン
タ
ー
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人

を
い
う
。)｣

を
加
え
る
。

第
八
条
第
一
項
の
表
健
康
福
祉
政
策
課
の
項
第
十
三
号
中｢

財
団
法
人
岐
阜
県
健
康
長
寿
財
団｣

の

下
に｢(

平
成
七
年
三
月
三
十
一
日
に
財
団
法
人
岐
阜
県
健
康
づ
く
り
財
団
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ

た
法
人
を
い
う
。)｣

を
加
え
、
同
表
地
域
福
祉
国
保
課
の
項
第
十
二
号
中｢

財
団
法
人
愛
の
と
も
し
び

基
金｣

の
下
に｢(

昭
和
五
十
一
年
三
月
十
五
日
に
財
団
法
人
愛
の
と
も
し
び
基
金
と
い
う
名
称
で
設

立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。)｣

を
加
え
る
。

第
九
条
の
表
産
業
政
策
課
の
項
第
九
号
中｢

財
団
法
人
岐
阜
県
産
業
経
済
振
興
セ
ン
タ
ー｣

の
下
に

｢(

昭
和
四
十
五
年
四
月
一
日
に
財
団
法
人
岐
阜
県
中
小
企
業
設
備
貸
与
公
社
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ

た
法
人
を
い
う
。)｣

を
加
え
、
同
項
第
十
号
中｢

財
団
法
人
岐
阜
産
業
会
館｣

の
下
に｢(

昭
和
四
十

五
年
四
月
一
日
に
財
団
法
人
岐
阜
産
業
会
館
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。)｣

を
加
え
、

同
表
モ
ノ
づ
く
り
振
興
課
の
項
第
十
一
号
中｢

財
団
法
人
セ
ラ
ミ
ッ
ク
パ
ー
ク
美
濃｣

の
下
に｢(

平

成
十
一
年
三
月
二
十
六
日
に
財
団
法
人
セ
ラ
ミ
ッ
ク
パ
ー
ク
美
濃
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を

い
う
。)｣

を
加
え
、
同
項
第
十
二
号
中

｢

財
団
法
人
飛�
地
域
地
場
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー｣

の
下
に

｢(

昭
和
五
十
八
年
七
月
十
二
日
に
財
団
法
人
飛�
地
域
地
場
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー
と
い
う
名
称
で
設
立

さ
れ
た
法
人
を
い
う
。)｣

を
加
え
、
同
表
情
報
産
業
課
の
項
第
三
号
中｢

財
団
法
人
ソ
フ
ト
ピ
ア
ジ
ャ

パ
ン｣

の
下
に｢(

平
成
六
年
三
月
三
十
一
日
に
財
団
法
人
ソ
フ
ト
ピ
ア
ジ
ャ
パ
ン
と
い
う
名
称
で
設

立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。)｣

を
加
え
、
同
表
観
光
・
ブ
ラ
ン
ド
振
興
課
の
項
第
八
号
中｢

社
団
法
人
岐

阜
県
観
光
連
盟｣

の
下
に｢(

平
成
四
年
六
月
二
十
五
日
に
社
団
法
人
岐
阜
県
観
光
連
盟
と
い
う
名
称

で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。)｣

を
加
え
る
。

第
十
条
第
一
項
の
表
農
政
課
の
項
第
十
五
号
中｢

社
団
法
人
岐
阜
県
農
畜
産
公
社｣

の
下
に｢(

昭

和
四
十
八
年
四
月
二
十
八
日
に
社
団
法
人
岐
阜
県
畜
産
開
発
公
社
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を

い
う
。)｣

を
加
え
、
同
表
農
産
園
芸
課
の
項
第
六
号
中｢

財
団
法
人
花
の
都
ぎ
ふ
花
と
緑
の
推
進
セ
ン

タ
ー｣
の
下
に｢(

平
成
三
年
四
月
一
日
に
財
団
法
人
花
の
都
ぎ
ふ
推
進
セ
ン
タ
ー
と
い
う
名
称
で
設

立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)｣

を
加
え
、
同
表
水
産
課
の
項
第
六
号
中｢

財
団
法
人
岐
阜
県

魚
苗
セ
ン
タ
ー｣

の
下
に｢(

昭
和
五
十
八
年
一
月
四
日
に
財
団
法
人
岐
阜
県
魚
苗
セ
ン
タ
ー
と
い
う

名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。)｣

を
加
え
る
。

第
十
一
条
の
表
治
山
課
の
項
第
五
号
中｢

社
団
法
人
岐
阜
県
森
林
公
社｣

の
下
に｢(

昭
和
四
十
一

年
十
一
月
一
日
に
社
団
法
人
岐
阜
県
林
業
公
社
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。)｣

を
、
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二
十
五

一
般
社
団

法
人
及
び
一
般
財

団
法
人
に
関
す
る

法
律
及
び
公
益
社

団
法
人
及
び
公
益

財
団
法
人
の
認
定

等
に
関
す
る
法
律

の
施
行
に
伴
う
関

係
法
律
の
整
備
等

に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
八
年
法

律
第
五
十
号
。
以

下
こ
の
項
中｢
法｣

と
い
う
。)

、
一
般

二
十
四

公
益
社
団

法
人
及
び
公
益
財

団
法
人
の
認
定
等

に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
八
年
法

律
第
四
十
九
号
。

以
下
こ
の
項
中

｢

法｣

と
い
う
。)

及
び
公
益
社
団
法

人
及
び
公
益
財
団

法
人
の
認
定
等
に

関
す
る
法
律
施
行

規
則(

平
成
十
九

年
内
閣
府
令
第
六

十
八
号
。
以
下
こ

の
項
中｢

規
則｣

と
い
う
。)

の
施

行
事
務

１

法
第
六
十
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り

な
お
従
前
の
例
に
よ

る
こ
と
と
さ
れ
る
法

第
三
十
八
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
民

法(

明
治
二
十
九
年

法
律
第
八
十
九
号)

第
七
十
二
条
第
二
項

の
解
散
法
人
の
財
産

処
分
の
許
可

２

法
第
百
二
十
五
条

第
一
項
の
公
益
目
的

支
出
計
画
の
変
更
の

１

法
第
十
一
条
第
一

項
本
文
の
公
益
目
的

事
業
を
行
う
都
道
府

県
の
区
域
等
の
変
更

の
認
定

２

法
第
二
十
五
条
第

一
項
の
地
位
の
承
継

の
認
可

３

法
第
二
十
八
条
第

一
項
の
勧
告

４

法
第
二
十
八
条
第

三
項
の
命
令

５

法
第
三
十
条
第
四

項
の
公
益
目
的
取
得

財
産
残
額
等
の
通
知

６

法
第
五
十
一
条
に

お
い
て
準
用
す
る
法

第
四
十
三
条
第
一
項

本
文
及
び
第
三
項
本

文
の
諮
問

１

知
事
決
裁
事
項

で
あ
る
法
第
四
十

四
条
の
認
定
、
法

第
四
十
五
条
の
認

可
、
法
第
九
十
六

条
第
二
項
の
解
散

の
命
令
、
法
第
百

九
条
第
一
項(

法

第
百
三
十
一
条
第

二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含

む
。)

の
認
定
又

は
認
可
の
取
消
し

及
び
法
第
百
三
十

１

知
事
決
裁
事
項

で
あ
る
法
第
四
条

の
認
定
、
法
第
二

十
九
条
第
一
項
及

び
第
二
項
の
公
益

認
定
の
取
消
し
並

び
に
部
長
専
決
事

項
を
除
く
法
及
び

規
則
の
施
行
に
関

す
る
事
務

｢
社
団
法
人
木
曽
三
川
水
源
造
成
公
社｣

の
下
に｢(

昭
和
四
十
四
年
一
月
二
十
三
日
に
社
団
法
人
木
曽

三
川
水
源
造
成
公
社
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。)｣

を
加
え
る
。

第
十
二
条
第
一
項
の
表
建
設
政
策
課
の
項
第
十
号
中｢

財
団
法
人
岐
阜
県
建
設
研
究
セ
ン
タ
ー｣

の

下
に｢(

昭
和
四
十
五
年
四
月
一
日
に
財
団
法
人
岐
阜
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー
と
い
う
名
称
で
設
立
さ

れ
た
法
人
を
い
う
。)｣
を
加
え
、
同
表
河
川
課
の
項
第
十
二
号
中｢

財
団
法
人
木
曽
三
川
水
源
地
域
対

策
基
金｣

の
下
に｢(
昭
和
五
十
二
年
九
月
二
十
七
日
に
財
団
法
人
木
曽
三
川
水
源
地
域
対
策
基
金
と

い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。)｣

を
加
え
る
。

第
十
三
条
の
表
下
水
道
課
の
項
第
四
号
中｢

財
団
法
人
岐
阜
県
浄
水
事
業
公
社｣

の
下
に｢(

平
成

二
年
九
月
二
十
日
に
財
団
法
人
岐
阜
県
浄
水
事
業
公
社
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。)｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
二
十
七
号

庁

中

一

般

各

現

地

機

関

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程(

昭
和
四
十
三
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
二
二
十
四
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二
中
三
十
三
の
項
を
三
十
四
の
項
と
し
、
二
十
五
の
項
か
ら
三
十
二
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ

繰
り
下
げ
、
二
十
四
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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社
団
法
人
及
び
一

般
財
団
法
人
に
関

す
る
法
律
及
び
公

益
社
団
法
人
及
び

公
益
財
団
法
人
の

認
定
等
に
関
す
る

法
律
の
施
行
に
伴

う
関
係
法
律
の
整

備
等
に
関
す
る
法

律
施
行
令(

平
成

十
九
年
政
令
第
二

百
七
十
七
号
。
以

下
こ
の
項
中｢

令｣

と
い
う
。)

及
び

一
般
社
団
法
人
及

び
一
般
財
団
法
人

に
関
す
る
法
律
及

び
公
益
社
団
法
人

及
び
公
益
財
団
法

人
の
認
定
等
に
関

す
る
法
律
の
施
行

に
伴
う
関
係
法
律

の
整
備
等
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則

(

平
成
十
九
年
内

閣
府
令
第
六
十
九

号
。
以
下
こ
の
項

中｢

規
則｣

と
い

う
。)

の
施
行
事

務

認
可

３

法
第
百
二
十
九
条

第
一
項
の
勧
告

４

法
第
百
二
十
九
条

第
二
項
の
命
令

５

法
第
百
三
十
条
の

公
益
目
的
財
産
残
額

の
帰
属
の
承
認

６

法
第
百
三
十
八
条

第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
百
三
十

三
条
第
二
項
本
文
、

第
三
項
本
文(

第
三

号
を
除
く
。)

及
び

第
四
項
本
文
の
諮
問

一
条
第
一
項
前
段

の
認
可
の
取
消
し

並
び
に
部
長
専
決

事
項
を
除
く
法
第

一
章
第
四
節
、
令

及
び
規
則
の
施
行

に
関
す
る
事
務

別
表
第
三
人
づ
く
り
文
化
課
の
表
第
三
項
部
長
専
決
事
項
の
欄
第
五
号
中｢

第
四
十
九
条
に
お
い
て

準
用
す
る
民
法
第
五
十
六
条｣

を｢

第
四
十
条
の
三｣

に
改
め
る
。

別
表
第
三
中
小
企
業
課
の
表
三
の
項
部
長
専
決
事
項
の
欄
第
十
一
号
中｢

第
五
十
五
条(

法
第
五
十

八
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
八
十
三
条｣

を｢

第

五
十
四
条
の
三｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
訓
令
甲
第
二
十
八
号

庁

中

一

般

各

現

地

機

関

岐
阜
県
職
員
倫
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
職
員
倫
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
職
員
倫
理
規
程(

平
成
九
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
見
出
し
中｢

公
益
法
人
等｣

を｢

公
益
的
法
人
等｣

に
改
め
、
同
条
中｢

公
益
法
人
等
設
立

に
許
認
可
を
要
す
る
関
係
法
人｣

を｢

公
益
的
法
人
等｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
印
刷

平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


